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別冊１

別冊１

令和５年佐久市議会第１回定例会提出予定議案

議　　　　　　　　案　　　　　　　　名 説　明　者

総 務 部 長

市民健康部長

企 画 部 長

１１
佐久市体育施設条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

社会教育部長

４
佐久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の
制定について

市民健康部長

１
佐久市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償
に関する条例の一部を改正する条例の制定について

総 務 部 長

５ 佐久市犯罪被害者等支援条例の制定について 市民健康部長

２
佐久市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関す
る条例の一部を改正する条例の制定について

７
佐久市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基
準を定める条例の一部を改正する条例の制定につい
て

福 祉 部 長

６
佐久市障害児通園施設条例等の一部を改正する条例
の制定について

福 祉 部 長

総 務 部 長

８
佐久市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業
の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例の制定について

福 祉 部 長

１２ 佐久市辺地総合整備計画の変更について

佐久市営住宅条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

建 設 部 長１０

９ 福 祉 部 長

１３ 佐久平南広場の指定管理者の指定について 建 設 部 長

３
佐久市手数料条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

１５
令和４年度佐久市国民健康保険特別会計補正予算
（第２号）について

市民健康部長

１４
令和４年度佐久市一般会計補正予算（第１５号）に
ついて

佐久市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関
する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定
について
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議案番号 頁

別冊１

別冊１

別冊１

別冊１

別冊１

別冊１

別冊１

別冊１

別冊２

別冊２

別冊２

別冊２

別冊２

別冊２

別冊２

別冊２

３０
令和５年度佐久市環境エネルギー事業特別会計予算
について

環 境 部 長

３１
令和５年度佐久市茂田井財産区特別会計予算につい
て

望 月 支 所 長

令和５年度佐久市奨学資金特別会計予算について 学校教育部長

議　　　　　　　　案　　　　　　　　名 説　明　者

２８
令和５年度佐久市後期高齢者医療特別会計予算につ
いて

市民健康部長

１６
令和４年度佐久市介護保険特別会計補正予算（第３
号）について

福 祉 部 長

１７
令和４年度佐久市障害者支援施設臼田学園特別会計
補正予算（第１号）について

福 祉 部 長

１８
令和４年度佐久市後期高齢者医療特別会計補正予算
（第２号）について

市民健康部長

２６ 令和５年度佐久市介護保険特別会計予算について 福 祉 部 長

２５
令和５年度佐久市国民健康保険特別会計予算につい
て

市民健康部長

浅 間 病 院
事 務 長

２０
令和４年度佐久市環境エネルギー事業特別会計補正
予算（第２号）について

２２
令和４年度佐久市国保浅間総合病院事業特別会計補
正予算（第２号）について

１９
令和４年度佐久市奨学資金特別会計補正予算（第１
号）について

学校教育部長

環 境 部 長

２３
令和４年度佐久市下水道事業特別会計補正予算（第
２号）について

環 境 部 長

２７
令和５年度佐久市障害者支援施設臼田学園特別会計
予算について

福 祉 部 長

２４ 令和５年度佐久市一般会計予算について

２１
令和４年度佐久市茂田井財産区特別会計補正予算
（第１号）について

望 月 支 所 長

総 務 部 長

２９



議案番号 頁

別冊２

別冊２

  条 　例 　案　　１１　件

　事   件   案 　 　２　件

  予 　算 　案　　２０　件

　　　 計　　　　 ３３　件

議　　　　　　　　案　　　　　　　　名 説　明　者

３２
令和５年度佐久市国保浅間総合病院事業特別会計予
算について

浅 間 病 院
事 務 長

３３ 令和５年度佐久市下水道事業特別会計予算について 環 境 部 長



 

第１号 
 
佐久市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の 

一部を改正する条例の制定について 

 
これは、消防団員の処遇改善を図るため、国から報酬等の見直し基準が示

されたことを踏まえ、班長及び団員の年額報酬を増額するとともに、災害出

動等に係る出動報酬を新たに設けることについて、所要の改正を行おうとす

るものであります。 
 

1



 

第２号 
 
佐久市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を  

改正する条例の制定について 
 

これは、消防団員の定員について、実情に応じた適正な定員管理を図るた

め、所要の改正を行おうとするものであります。 
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第３号 
 
佐久市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 
これは、個人番号カードを利用した証明書コンビニ交付サービスの利用促

進を図るため、当該サービスを利用した場合の諸証明等交付手数料の引下げ

を行うとともに、個人番号カードの更なる普及促進を図るため、特例期間に

おいては、減額幅を拡大しようとするものであります。 

 

 
 

3



 

第４号 
 
佐久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 
これは、長野県が策定した「保険料水準の統一に向けたロードマップ」の

方針に基づく、保険給付と負担等に視点を置いた見直しにより、「資産割」を

廃止とする国民健康保険税の引下げを行おうとするものであります。 
 

4



 

第５号 
 
佐久市犯罪被害者等支援条例の制定について 

 
これは、犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者等が受けた被害の早期

の回復及び軽減並びに犯罪被害者等の生活の再建を図り、もって誰もが安心

して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的として、制定

しようとするものであります。 
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第６号 
 
佐久市障害児通園施設条例等の一部を改正する条例の制定について 

 
これは、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の

施行に伴い、各条例中で引用されている関係法律の条項を改めるほか、所要

の改正を行おうとするものであります。 
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第７号 
 
佐久市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の制定について 
 

これは、国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、

家庭的保育事業者等における安全の確保に関する計画の策定や自動車を運行

する場合の児童の所在の確認についての規定を設けるほか、所要の改正を行

おうとするものであります。 
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第８号 
 
佐久市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 
 

これは、国の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど

も・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、利用する児童に対

する懲戒に係る権限の濫用禁止についての規定を削除するほか、所要の改正

を行おうとするものであります。 
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第９号 
 
佐久市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 
 

これは、国の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正

に伴い、放課後児童健全育成事業所における安全の確保に関する計画及び感

染症や非常災害の発生時における業務の継続を図るための計画の策定並びに

自動車を運行する場合の児童の所在の確認についての規定を設けるほか、所

要の改正を行おうとするものであります。 

9



 

第１０号 
 
佐久市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

 
これは、佐久市犯罪被害者等支援条例の制定に伴い、犯罪被害者等の居住

の安定を図るため、入居者の資格に係る規定について、所要の改正を行おう

とするものであります。 

10



 

第１１号 
 
佐久市体育施設条例の一部を改正する条例の制定について 

 
これは、令和５年３月３１日に閉校となる田口小学校、切原小学校、臼田

小学校の学校体育施設である体育館及び校庭について、跡地利用が開始され

るまでの間、社会体育施設として使用するため、所要の改正を行おうとする

ものであります。 

11



第１２号 

 

佐久市辺地総合整備計画の変更について 

 

これは、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に

関する法律第３条第８項において準用する同条第１項の規定により、令和２

年佐久市議会第１回定例会における議決を経て策定した佐久市辺地総合整備

計画を変更するため、議会の議決を求めるものであります。 

変更の内容は、黒田・大月辺地に係る総合整備計画書に、内山牧場キャン

プ場における新たな観光施設の整備等を加えるとともに、事業費等の変更を

行おうとするものであります。 
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第１３号 

 

   佐久平南広場の指定管理者の指定について 

 

これは、佐久平南広場の指定管理者として、株式会社Ｆｕｕｔｈを指定す

るため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求め

るものであります。 
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